
政
令
第

号

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

元
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
九
条
の
六
第
二
項
、
第
二

十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
建
築
一
式
工
事
に
あ
つ
て
は
千
五
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
（
当
該
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
五
百
万
円
）
」
に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
建
築
一
式
工
事
の
う
ち
」
を
加
え
、
「
木
造
住

宅
工
事
、
建
築
一
式
以
外
の
建
設
工
事
に
あ
つ
て
は
五
百
万
円
に
満
た
な
い
」
を
「
木
造
住
宅
を
建
設
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
著
し
く
短
い
工
期
の
禁
止
に
係
る
勧
告
の
対
象
と
な
る
請
負
契
約
の
請
負
代
金
の
額
の
下
限
）

第
五
条
の
八

法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
百
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
請
負
契
約
に
係
る



建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
千
五
百
万
円
と
す
る
。

第
七
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
を
十
九
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
八
条
の
二
を

第
四
十
七
条
と
し
、
第
二
十
八
条
を
削
り
、
第
二
十
七
条
の
十
五
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
十
四
を
第
四
十
五
条

と
し
、
第
二
十
七
条
の
十
三
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
十
二
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
十
一
を
第
四

十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
七
条
の
七
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、

第
二
十
七
条
の
九
を
第
四
十
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
八
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
七
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第

二
十
七
条
の
六
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
二
十
七
条
の
五
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
十
七
条
の
七
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
二
十
七

条
の
三
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。



第
二
十
七
条
の
二
の
二
中
「
第
二
十
六
条
の
十
八
」
を
「
第
二
十
六
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す

る
。第

二
十
七
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
監
理
技
術
者
の
行
う
べ
き
職
務
を
補
佐
す
る
者
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
管
理

及
び
指
導
監
督
で
あ
つ
て
監
理
技
術
者
が
そ
の
職
務
と
し
て
行
う
べ
き
も
の
に
係
る
基
礎
的
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
、
建
設
工
事
の
種
類
に
応
じ
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者

二

国
土
交
通
大
臣
が
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

（
同
一
の
特
例
監
理
技
術
者
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
工
事
現
場
の
数
）

第
二
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
二
と
す
る
。

（
特
定
専
門
工
事
の
対
象
と
な
る
建
設
工
事
）



第
三
十
条

法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

大
工
工
事
又
は
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
の
う
ち
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
に
用
い
る
型
枠
の
組
立
て
に
関

す
る
工
事

二

鉄
筋
工
事

２

法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
三
千
五
百
万
円
と
す
る
。

（
特
定
専
門
工
事
の
承
諾
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
一
条

注
文
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
の
承
諾
を
す
る
旨
の
通
知
（
次
項
に
お

い
て
「
承
諾
通
知
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
元
請
負
人
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
条
第
五
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
注
文
者
は
、
当
該
元
請
負
人
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る

通
知
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
元
請
負
人
に
対
し
、
承
諾
通
知
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
元
請
負
人
が
再
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



附

則

こ
の
政
令
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


